
京都市会計規則の一部を改正する規則を公布する。 

  平成２１年３月１３日 

京都市長 門川 大作   

京都市規則第   号 

京都市会計規則の一部を改正する規則 

京都市会計規則の一部を次のように改正する。 

第２９条第１項各号列記以外の部分中「納入義務者」の右に「（地方自治法（以下「法」

という。）第２３１条の２第６項前段に規定する指定代理納付者（以下「指定代理納付

者」という。）が納入義務者の歳入を納付する場合にあっては，当該指定代理納付者。

以下同じ。）」を加える。 

第３６条の次に次の１条を加える。 

（指定代理納付者の指定） 

第３６条の２ 歳入徴収者は，指定代理納付者を指定しようとするときは，その旨を会

計管理者に合議しなければならない。 

第４１条第３項中「第２９条第４項」を「第２９条第３項」に改める。 

第７９条第２項前段中「地方自治法（以下「」及び「」という。）」を削る。 

附 則 

この規則は，公布の日から施行する。 

（会計室） 
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